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【6月補正予算】
米国関税措置に係る金融支援関連事業 1,016,100千円
●事業目的
米国の追加関税措置により、資金繰りに支障が生じる
中小企業者の経営の安定を図る為、金融支援を実施
する。
●事業概要
【米国関税対応枠の創設】
経済変動対策貸付の融資枠を倍増し（100億円→
200億円）、米国関税対応枠100億円を確保

米国関税措置に係る中小企業等支援関連事業 125,000千円
●事業目的
米国の追加関税措置に対応する為、中小企業・小規模
事業者による輸出先の分散や、コスト削減等の新たな事
業展開を支援する。
●事業概要
【中小企業等収益力向上補助金に米国関税対応枠を創設】
【専門家派遣の利用回数の増】

特別高圧電力価格高騰対策緊急支援事業費助成 204,000千円
●事業目的
エネルギー価格高騰の影響を受ける事業者の事業継続
を支援する為、国の支援の対象外となっている特別高圧
契約で受電する中小企業等に対して電気料金の一部を
支援する。
●事業概要
・補助対象：特別高圧を受電している中小企業等
・対象期間：令和７年７月～９月利用相当分

高等学校等就学支援関連事業 1,780,100千円
●事業目的
国の高校等授業料実質無償化を踏まえ、生徒が安心し
て教育を受けられるよう、授業料に対する負担軽減支援
を行う。

高等学校等奨学事業費 26,800千円
●事業目的
家庭の経済状況にかかわらず、高校生等が安心して教
育を受けられるよう、授業料以外の教育費に対する負担
軽減支援を行う。

産科・小児科医療確保事業費助成 294,000千円
●事業目的
地域でこどもを安心して産み育てることの出来る周産期医
療体制及び地域の小児医療体制を確保する為、出生
数・患者数の減少等を踏まえた産科・小児科を支援する。
（Ｒ６年度２月補正予算で計上した事業の国予算繰越に
伴うＲ７年度予算への計上）

ＬＰガス料金高騰対策緊急支援事業費助成 575,000千円
●事業目的
エネルギー価格高騰の影響を受けるＬＰガス利用者の負
担軽減を図る為、小売事業者に使用料金の値引き原資
を支援する。
●事業概要
・支援方法：小売事業者に値引きの原資を補助し、一般

消費者等の料金を値引き
・対象期間：令和７年７月～９月利用分

県民の声を６月補正予算に反映！県民の声を６月補正予算に反映！県民目線・現場主義県民目線・現場主義の活動を通しての活動を通して
　静岡県議会６月定例会が行われ、県政の
諸課題について、知事の考えや報告等、説
明がありました。

【6月補正予算】
　6月補正予算は、米国関税措置の影響を
受ける中小企業等への支援やLPガス・特
別高圧電力利用者への支援、高等学校授業
料等の実質無償化に要する経費等、当初予
算編成後の事情変化により必要となった
経費について編成致しました。 この結果、
一般会計補正予算の規模は、30億2,100万
円で、これを加えました本年度の予算の累
計額は、1兆3,753億2,100万円となります。

【米国の関税措置への対応】
　米国による自動車等への追加関税措置
が発動され、日本経済の先行きが不透明な
状況となっております。
　これまでに開催した「米国関税対策連絡
会議」や県内企業への訪問調査において、
価格高騰による売上げの減少や賃上げへ
の影響等、今後の経済動向に危機感を抱く
御意見を数多く頂いております。
　こうした状況を踏まえ、当面の対応とし
て、関税の影響を受ける県内事業者への対
策をパッケージとしてとりまとめました。

　まずは、県制度融資の融資枠の拡大や、
融資要件の緩和等､資金繰り支援を強化致
します。 また、関税の影響を踏まえ、業態転
換や新事業展開等に取り組む事業者への
支援や、専門家派遣による相談対応の他、
適切な価格転嫁に向けた働き掛けを強化
して参ります。
　引き続き、事業者の不安解消を図り、本
県経済への影響を最小限にとどめる為、今
後の国の対策等を注視しつつ、必要な対策
を機動的に講じて参ります。

【LPガス・特別高圧電力利用者への支援】
　国の電気・ガス料金の高騰対策に呼応し
て、LPガス利用者の負担軽減を図る為の
料金値引きの支援、特別高圧電力を利用す
る中小企業者等に対する電気料金の支援
に必要な経費を6月補正予算に計上してお
ります。

【新県立中央図書館の整備】
　昨年11月の入札不調の後、再入札に向け
て準備を進めて参りましたが、当初の計画
から財源の見通しが大きく変わることが
明らかとなりました。
　こうした状況を踏まえ、一旦立ち止まっ
て整備方針を見直すことに致しました。 デ

ジタル技術の進展等の社会情勢の変化や、
関係の皆様の御意見も踏まえながら、年内
を目途に方向性を示せるよう、庁内に部局
横断的なプロジェクトチームを立ち上げ
検討を進めて参ります。

【決算の見通し】
　令和6年度の県税収入は地方消費税の増
収等により、最終予算額5,312億円を25億
円程度上回るものと見込んでおります。ま
た、予算の効率的な執行等の取り組みと併
せて、財政調整の為の基金の取崩しを120
億円中止致しました。 この結果、令和6年度
の一般会計決算における実質収支は、47億
円程度の黒字を確保出来る見込みであり
ます。

【鈴木康友知事就任1年経過】
　鈴木康友知事就任から1年が経過致しま
した。 静岡県独自に米国関税対策を行った
り、新県立中央図書館の整備方針を見直し
たりする等、知事の独自色が出てきたよう
に感じます。
　今後も様々な状況の変化にきちんと対
応しながら、安心安全で活力ある地域づく
りを目指し、努力して参ります。

静岡県独自に米国関税対策！
中小企業資金繰り支援を強化！
静岡県独自に米国関税対策！
中小企業資金繰り支援を強化！
LPガスや特別高圧電力利用者への支援はLPガスや特別高圧電力利用者への支援は県が対応！県が対応！

６月補正予算 30億2,100万円追加６月補正予算 30億2,100万円追加静岡県議会 6月定例会

出張相談会を県内全市町で開催！出張相談会を県内全市町で開催！
【質問】 人生１００年時代と言われる中、企
業には、６５歳までの継続雇用が義務化され
ているが、６５歳で長年勤めた会社を退職し
ても、昔の高年齢者と比較して、気力、体力と
もに若く、働く意欲のある人が大半である。
　また現在、物価高の中、受け取る年金は
多いという実感が無く、高年齢者は老後の
生活に不安を感じている。 豊かな生活を送
り、趣味や興味のあることに新たに挑戦する
為、可能な限り働き続け賃金を得ようとする
ことは、安心や生き甲斐となり、健康維持に
も資すると考える。
　一方、社会的にも少子高齢化、団塊世代
の退職により、労働力不足が深刻な問題と
なっており、高年齢者の活躍促進が求められ
ている。 しかし、高年齢者が新たな職場に再

就職する為には、未経験の仕事に対する不
安の払拭や、誰でも出来る仕事の切り出し
等の工夫が必要である。 また、高年齢者の
労働災害は年々増加しており、安全な職場
環境整備や、長時間労働、連続勤務、夜間
勤務を回避する等、安心して働ける職場との
マッチングが必要である。
　本県においても、令和６年の調査で人口
の約３割が６５歳以上となっており、今後こ
の割合は、さらに増加していくことは明らかで
ある。
　そこで、県として、働くことを希望する高年
齢者に安心して就業して頂く為、今後どのよ
うに取り組んで行くのか伺う。

高年齢者が安心して
働ける就業支援

【答弁】 令和７年版高齢社会白書によれば、
６５歳を超えても働き続けたいという方の割
合は、６０歳以上の方の６割に達する一方
で、個々人の属性に応じた就業ニーズは多
様であり、こうしたニーズを踏まえたきめ細か
なマッチングの推進が求められております。
　この為、県では、これまでの取り組みも踏ま
え、今年度から、訪問・巡回を中心としたプッ
シュ型支援を行う「人生１００年就労パート
ナー」を県内３か所のジョブステーションに配
置し、高年齢者の就業機会の確保と安心し
て働ける職場環境の整備に向けた取り組み
を進めて参ります。
　具体的には、市町等と連携した出張相談

会を、昨年度の１８市町から全市町に拡大し
て開催する等、就労意欲のある高年齢者を
掘り起こす機会を増やすとともに、様々な業
種の仕事を体験出来るイベントを開催し、未
体験の仕事に対する高年齢者の不安払拭
を図って参ります。
　また、企業に対しては、高年齢者に適した
業務の切り出しや、多様な勤務時間制度の
導入等、高年齢者特有の事情に配慮した職
場環境の整備について助言し、高年齢者と
のマッチングにつなげて参ります。
　県と致しましては、高齢になっても元気で
活躍し、安心して暮らし続けることが出来るよ
う、高年齢者の就労を支援して参ります。
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・ 消防防災ヘリコプターによる救助費用の有料化は、無謀な登山を抑制する方策の一つ！
・ 国に対し、登山における規制の在り方や統一的な救助の仕組み作りについて要望！
・ 消防防災ヘリコプターによる救助費用の有料化は、無謀な登山を抑制する方策の一つ！
・ 国に対し、登山における規制の在り方や統一的な救助の仕組み作りについて要望！
【質問】 今年に入ってから、富士山では、閉山
期間中であるにもかかわらず、救助要請が相
次いで発生し、救助活動にあたる関係機関に
大きな負担をかける状況となっている。こうした
中、登山の救助活動に関する有料化の議論
が、報道等を通じて、全国的な広がりを見せて
いる。
　これらの動きを踏まえ、鈴木知事も、5月２９
日の定例記者会見において、閉山期の富士
山での遭難救助活動の一部有料化につい
て、今後、山梨県と協議の場を設け、課題を整
理する考えを明らかにした。

　とりわけ重要な点は、救助活動にあたる地
元市町の声を真摯に受け止めた上で、現場
の負担や課題等、実情を明らかにしていくこと
だと考える。 また、救助活動の有料化を実現
するには、法律による対応に向けて、国との連
携も必要となる。
　そこで、県は、地元市町の声を踏まえ、閉山
中の富士登山における消防防災ヘリコプター
による救助の有料化について、どのように認
識しているのか。 そして、山梨県だけでなく、今
後どのようにして、地元市町等との間で、対話
や連携を進めていくのか、県の考えを伺う。

【答弁】 環境が厳しい閉山期間中の富士山
における無謀な登山で遭難事故が発生した
場合、地元消防の山岳救助隊が命がけで救
助に当たる等、大きな負担になっております。 
消防防災ヘリコプターによる救助費用の有
料化は、こうした無謀な登山を抑制する方策
の一つと考えております。
　この為、同じく富士山を抱える山梨県と６月
６日に１回目の協議を行い、救助費用の負担
を求める場合の対象や、警察ヘリコプターに

よる救助との整合性等の
課題を共有致しました。 今

後も歩調を合わせ、検討して参ります。
　また、検討に当たっては、地元市町及び消
防の救助活動における負担や課題を明らか
にし、共有することが重要であります。 この為、
山岳遭難救助の実態を調査するとともに、救
助の在り方についても丁寧に御意見を伺って
参ります。
　一方、山岳遭難事故は富士山だけの問題
ではなく、全国各地で発生していることから、国
に対し、登山における規制の在り方や、統一
的な救助の仕組み作りについて要望して参り
ます。

閉山期間中の富士登山における
消防防災ヘリコプターによる救助の有料化
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関係法令の改正も含め、登山規制や
統一的な仕組み作りを検討するよう、
7月下旬頃、国へ要望！

関係法令の改正も含め、登山規制や
統一的な仕組み作りを検討するよう、
7月下旬頃、国へ要望！
　静岡県には、県の防災ヘリコプター1機の他に、県
警2機、静岡市1機、浜松市1機の合計５機のヘリコ
プターがあります。 県と両政令市は、点検で運行出
来ない場合や、複数の事案が発生した場合等に備
え、連携して事案に対応出来るよう協定を締結してい
ます。
　県の防災ヘリコプターは、条例制定によって有料化
することは可能ですが、市町による消防・救助活動に

かかる費用は、市町負担とすることが消防組織法に規
定されている為、遭難救助者に自己負担を求める場
合は法改正が必要になります。
　県の防災ヘリコプターだけを有料化してしまうと不
公平な扱いになってしまう為、関係法令の改正も含
め、登山規制や統一的な仕組み作りを検討するよう、
7月下旬頃、国へ要望する方針が委員会審査で明ら
かになりました。

委員会審査で
本会議での議論を
さらに深める！

委員会審査で
本会議での議論を
さらに深める！

　私のホームページに掲載している「静岡県
当初予算焼津市内事業実施箇所の一覧表
と位置図」を令和７年度版に更新致しました。
　私のホームページのトップ画面「ニュース」
下段の〈令和7年度静岡県当初予算焼津市
内事業実施箇所〉をクリックすることでご覧頂
けます。

ホームページを更新ホームページを更新
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流域の皆様の不安を解消する為に①②③が必要！流域の皆様の不安を解消する為に①②③が必要！
①  水資源への影響があった場合に、
　  ＪＲ東海が将来にわたり補償の対応を行う
②  ①のことについて、国に何らかの関わりを持って頂く
③  ①②を文書により担保する

①  水資源への影響があった場合に、
　  ＪＲ東海が将来にわたり補償の対応を行う
②  ①のことについて、国に何らかの関わりを持って頂く
③  ①②を文書により担保する

【質問】 昨年５月の就任以降、鈴木知事は、リニア整備
と大井川の水資源及び南アルプスの自然環境の保全と
の両立に向けて、ＪＲ東海との対話を、スピード感を持ちつ
つ、かつ丁寧に進めている。
　これまでの対話の結果、３分野２８項目に整理した「今
後の主な対話項目（水資源編で６項目、生物多様性編
で１７項目、トンネル発生土編で５項目）」は、１０項目が対
話完了となり、水資源編は、6月２日の県専門部会で、全
６項目の対話が完了している。
　しかし、ＪＲ東海との対話により、大井川の水資源の保
全対策が講じられても、これは一定の予測に基づくもの

の為、将来的に水資源に影響が生じることはない、と言
い切ることは出来ない。 この為、水資源編の対話が完了
しても、大井川流域には、リニア整備に伴う将来的な水
資源への影響について、大きな不安は残る。
　この不安を解消する為には、ＪＲ東海が将来にわたり、
水資源への影響に対する補償に対応し、そのことについ
て、国にしっかりと関与して頂くことを文書として残すこと
が必要と考える。
　そこで、今後、補償等の対応と、それに対する国の関
与について、県は、ＪＲ東海や国と具体的な協議を行うと
思うが、どのように進めていくのか、知事の考えを伺う。

リニア中央新幹線の整備に伴い
水資源に影響が出た場合の対応

【答弁】 県と致しましては、リニア中央新幹線の整備につ
いて、大井川流域の皆様の理解と納得を得る前提とし
て、まずは残る１８項目の課題の解決を図ることが必要と
考えております。 生物多様性に関する項目等の対話が
継続していることから、引き続き、ＪＲ東海との対話につい
てスピード感を持ちつつも、丁寧に進めて参ります。
　一方で、残る１８項目について、科学的・工学的な議論
が尽くされ、対話が完了したとしても、想定外の事態が発
生した場合の影響について、流域の皆様が不安を持た
れていることは、承知を致しております。

　この不安を解消する
為には、水資源への影
響があった場合に、ＪＲ
東海が将来にわたり補
償の対応を行うこと、ま
た、このことについて、
国に何らかの関わりを
持って頂くこと、そして、

これらを文書により担保することが必要であると考えてお
ります。
　この為、今後、大井川水系の水資源の確保、水質の
保全等の流域関係者による一体的な対応が目的の大
井川利水関係協議会の会員である、流域８市２町や利
水者の御意見も伺いながら、着工以降の水資源への影
響とリニア整備との間の因果関係の立証責任の所在
や、立証の客観性の担保等、補償の対応に関する基本
的な事項や国の関与の在り方等について、県としての考
えを整理して参ります。
　そして、この考えを国やＪＲ東海にお示した上で、議論を
進め、文書の内容を精査して参ります。そして、国やＪＲ東
海との議論が整った後には、大井川利水関係協議会の
会員の皆様の御理解を頂いた上で、文書を交わすことに
なると考えております。
　県と致しましては、流域の皆様が、将来の大井川の水
資源の利用に対し不安を残すことがないよう取り組んで
参ります。
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　令和７年（2025年）は、終戦80周
年という大きな節目の年です。
　その為、全国各地で戦争の悲惨さ
や平和の尊さを次世代に継承する為
の取り組みが行われています。
　静岡県でも、戦没された方 ・々御遺
族の皆様の平和への願いや長きにわ
たる御労苦を思い、戦争の悲惨さや平
和の尊さを後世に伝える為、4月25日
に、本県と公益財団法人静霊奉賛会
主催による「終戦80周年 平和祈念
式典」が開催されました。
　式典には、戦没者遺族、戦災死者
遺族等、562人が出席されました。
　今回の式典では、記念講演として、
「平和の語り部による講話」があり、県
内市町の遺族会から4人が代表して、
戦争の悲惨さや戦災孤児として苦労
されてきた体験等が伝えられました。

　戦争体験者が高齢化する中、次世
代に戦争の記憶や記録を継承するこ
とが、ますます難しくなってきています。 
その為、県では若い世代の沖縄「静岡
の塔」追悼式への参列を支援するとと
もに、戦争体験者が語り継ぐ様子を映
像として残し、平和の尊さを次世代へ
継承する事業を計画しています。
　しかし、県が係われる部分はごくわず
かです。 県内各地において、戦争と平
和を考える機会を維持していくことが
大切だと思います。
　私の周囲でも、毎年実施されている
地元の慰霊祭に参加出来る人が減
少し、慰霊祭そのものの継続が困難
になっているという話をよく聞きます。 
今後も様々な機会をとらえて、戦争の
悲惨さと平和の尊さを次世代へつなぐ
ことが出来るよう努力して参ります。

静岡県終戦80周年
平和祈念式典

　　富士山静岡空港における
　　ビジネスジェットの利活用

【答弁】 ２０２４年の世界の主要
国におけるビジネスジェット機の
保有機数は、日本は８４機、中国１
８６機に対し、アメリカ２１，３６４
機、ドイツ５４８機、フランス２４６機
等、主に欧米を中心にグローバル
な企業活動の重要なビジネス
ツールとなっており、個人富裕層
や民間企業による活用が広がり
つつあります。
　こうした中、２０２４年の訪日旅
行者の消費額が８兆円を突破し、
インバウンド消費が日本経済に
与える影響が大きい状況におい
て、海外富裕層が利用するビジネ
スジェットの本県への受入れは、
静岡空港の発展をはじめ、県内
観光産業や更には地域経済の
成長にとって、大きな推進力とな
ります。
　現在、静岡空港では、ビジネス
ジェットの国際便の利用は少ない
ものの、日本有数のビジネスジェッ
ト専門会社が空港に拠点を置き、
機体の整備や点検、訓練飛行等
を行う事業を展開していることか
ら、国内便の発着回数は、２０２４
年で６０５回と、羽田空港や成田
空港等に次ぎ、全国５位となって
おります。 現在、駐機スペースを
更に拡張する工事が行われてい
ることもあり、今後の国際便の拡

大を含め、ビジネスジェット事業の
ポテンシャルはますます大きくなっ
てきております。
　このポテンシャルを最大限に活
かし、海外からの富裕層獲得やビ
ジネス投資の誘致等につなげる
道筋を描く為、本年度末にかけ
て、空港西側のエアフロントゾー
ン等をビジネスジェットの拠点とす
る「（仮称）静岡空港ビジネス
ジェット・スカイベース戦略」を、運
営権者や関係事業者と連携して
策定して参ります。 今後、有識者
や関係者の御意見を伺いながら、
観光利用、ビジネス利用、機体整
備、修理、駐機サービス等のビジ
ネスジェット関連事業の集積を図
る等、民間活力導入によるビジネ
スジェット拠点化に向けた将来像
を描いて参ります。
　また、自由な運航時間や臨機
応変な航路の選択等、定期便に
はないビジネスジェットのメリット
を、経済界をはじめとした関係の
皆様に知って頂く為の体験試乗
会を計画して参ります。
　定期便の拡大に加え、ビジネス
ジェットの拠点化による空港機能
の強化により、空港全体の価値
を高め、世界に開かれた空の玄
関口となるよう全力で取り組んで
参ります。

・ ビジネスジェットの受け入れ強化！
・ 国内便の発着回数は、
  ２０２４年は６０５回。
 羽田空港や成田空港等に次ぎ、
  全国５位！

・ ビジネスジェットの受け入れ強化！
・ 国内便の発着回数は、
  ２０２４年は６０５回。
 羽田空港や成田空港等に次ぎ、
  全国５位！

令和１４年度までに緊急輸送路上にある橋梁や、高速道路や
鉄道を跨ぐ橋梁等、７１１橋全ての耐震対策の完了を目指す！
令和１４年度までに緊急輸送路上にある橋梁や、高速道路や
鉄道を跨ぐ橋梁等、７１１橋全ての耐震対策の完了を目指す！

橋梁の耐震対策橋梁の耐震対策

【答弁】 県では、阪神淡路大震災を契機に、緊急輸送路上に
ある橋梁や、高速道路や鉄道を跨ぐ橋梁等、７１１橋を対象と
して、平成９年度から耐震対策を進めており、これまでに５６３
橋の対策が完了しております。
　現在、残る１４８橋のうち５０橋の工事に着手し、今年度末
までに２４橋の対策が完了する予定であります。 工事に着手
していない９８橋につきましても調査・設計を進めており、令和
１４年度までに全ての対策の完了を目指して参ります。
　また、能登半島地震においては、液状化等により橋台の背

後が沈下し、橋梁との段差が生じたことを受け、本県でも同様
の被害が懸念される緊急輸送路上の５０６橋において、橋台
背後の沈下対策を新たに行うことと致します。今後、液状化の
危険性等を踏まえて優先度を定め、来年度から工事を進めて
参ります。
　県と致しましては、大規模地震発生後の復旧・復興を支え
る道路ネットワークの強靭化に向け、橋梁の耐震対策を着実
に進め、県民の皆様の命と暮らしを守るみちづくりを進めて参
ります。

県民生活を支える必要な公共投資と
財政規律のバランスを適切に確保
県民生活を支える必要な公共投資と
財政規律のバランスを適切に確保

【答弁】 私は、県政運営の根幹は、持続可能な財政基盤の
確立にあると考えており、現下の厳しい財政指標の改善を図
る為、中期財政計画において、１０年間で県債残高１，０００億
円程度の削減を目指すこととしており、今後、強い覚悟を持っ
て取り組んで参ります。
　県債には２種類あります。一つは、世代間の公平性を図る
為、建設事業で発行する県債であり、もう一つは、本県の毎年
度の当初予算において、財源不足額の解消の為に発行を余
儀なくされている、消費的経費に充当可能な資金手当債であ
ります。これは、正に将来世代への負担の先送りである為、ま
ずは、この資金手当債の早期発行中止に向けて、事業の見
直しを進めて参ります。
　建設事業の為に発行する県債は、道路、橋梁、河川堤防、
港湾等の公共土木施設や集客、貸館等の公共施設等が対
象となります。
　公共土木施設につきましては、道路が全国第１０位、河川
は第７位等、多くの施設延長
を抱えており、橋梁では築５０
年以上の施設が約６割を占め

る等、老朽化も進んでおります。 今後、将来的な財政負担を
抑えつつ、安全に長期間使用していく為には、定期的な維持
補修の他、予防保全等の長寿命化対策が重要であり、これま
で、社会インフラ長寿命化行動方針を策定して取り組んでき
たところです。
　また、全国とのネットワークの維持、建設物価高騰による工
事発注可能量の減少、災害時を見据えた地元建設土木事
業者の存続等の観点から、公共土木施設の一定の工事量
確保については、地域社会や経済にとって重要と考えます。 
そこで、今後のサマーレビュー等を通じた歳出・歳入の見直し
の状況も踏まえながら、必要な水準の確保に努めて参ります。
　一方、公共施設につきましては、人口減少が進展し、社会
環境が変化する中で、必要面積の変化や、時代にあった機
能への転換、必要性の見直し等が必須であります。 今後、
ファシリティマネジメントの取り組みの中で、コンセッションをは
じめ、民間活力の導入等の検討も進めながら、適切な維持水
準を見定めて参ります。
　これらの取り組みを通じて、県民生活を支える必要な公共投
資と財政規律のバランスを適切に確保しながら、県民の皆様
が安心して暮らすことが出来る県土づくりに努めて参ります。

県債残高の削減を掲げる中での
今後の公共投資の方針
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県有識者会議専門部会において
水資源の対話項目の議論は完了したが、

「現時点で住民の理解が得られたわけではない」

県有識者会議専門部会において
水資源の対話項目の議論は完了したが、

「現時点で住民の理解が得られたわけではない」
委員会審査において、以下の点が確認されました。
・「県有識者会議専門部会において水資源の対話項目
の議論は完了したが、現時点で住民の理解が得られた
わけではない。」

・「万が一の事態への対応について、補償内容を丁寧に
説明することが地域の理解、納得につながる。 国やＪＲ
東海と文書を交わした後に、県専門部会での対話内容
とともに流域の皆様に説明する必要がある。」

委員会審査で
本会議での議論を
さらに深める！

委員会審査で
本会議での議論を
さらに深める！
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令和7年2月定例会、塚本大の一般質問の答弁より

令和11年度の供用開始を目指す！令和11年度の供用開始を目指す！

⑦道路拡幅改良（昭和橋～島田市境）

⑤道路拡幅改良（楠沢橋～大出橋）

⑥橋梁改築（山鼻橋）橋長 、幅員
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主要地方道焼津森線
［現状］
・Ｒ６年度末事業進捗率71％
 （事業費ベース）
・Ｒ５年度末に東名直下の函渠工事が
完成

［今後の予定］
・未買収用地の早期取得を目指して交
渉を進めていく。

 Ｒ７年度は４件の用地補償を行う。
・Ｒ７年度は歩道工L=630ｍ等を施工
予定。

県道大富藤枝線

国
道
150
号
バ
イ
パ
ス［現状］

・Ｒ７年度は歩道工を推進
 （用地取得率：約９割）
［今後の予定］
・東側歩道の工事を進めるとともに、
未買収用地の早期取得を目指して
交渉を進めていく。

令和7年2月定例会、塚本大の一般質問の答弁より

令和8年度の完成を目指し、整備を進める！令和8年度の完成を目指し、整備を進める！

小川島田幹線

国
道
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号
バ
イ
パ
ス

［現状］
・Ｒ７年度は用地補償、道路工を推進（用
地取得率：約５割）

［今後の予定］
・未買収用地の早期取得を目指して交渉
を進めていく。

・用地取得箇所から順次工事を実施して
いく。

令和7年2月定例会、塚本大の一般質問の答弁より

市道との交差部については、令和7年度から
見通しの改善を図る改良工事を先行して実施！
市道との交差部については、令和7年度から
見通しの改善を図る改良工事を先行して実施！

小川島田幹線

県道大富藤枝線私が議員でなかった4年間を総点検!
取り組みの遅れを取り戻す!!
私が議員でなかった4年間を総点検!
取り組みの遅れを取り戻す!!

　私が議員でなかった4年間の心配事の1つとして、「私が
推進してきた事業の進捗状況とその報告」があります。
　現場に足を運び、関係者のお話を聞かせて頂くと、「道路
や河川、公園等、整備に時間がかかるのはわかるけど、最
近どうなっているの？」という声が聞かれます。
　目に見える形で整備が行われていない時でも、測量や地
権者との用地交渉等が進められていることがあります。 しか
し、そうした状況をきちんと報告していないと「最近、何も事

業が進んでいない。」と思われてしまいます。
　私の県政報告資料「大ジェスト」は、「年間4回開催され
る定例会の内容」と、「その間に私が行っている調査や要
望、各事業の進捗管理等、その状況」を報告する為のもの
です。
　今後も、県民の皆様のご理解を頂きながら、各取り組み
を推進し、安心・安全で活力のある地域づくりを目指し、努
力して参ります。

瀬戸川保福島親水公園

（上流から）

瀬戸川保福島親水公園整備箇所

国道150号バイパス（焼津市内）
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道路事業 約1.9㎞
（高新田・吉永工区）
道路事業 約1.9㎞
（高新田・吉永工区）

【道路事業】
［現状］
・Ｒ７年度は用地補償、道路工、
橋梁工を推進

［今後の予定］
・未買収用地の早期取得を目指
して交渉を進めていく。

・用地取得箇所から順次工事を
実施していく。

【街路事業】
［現状］
・Ｒ７年度は護岸工、
 情報BOX工※を推進
［今後の予定］
・Ｒ７年度事業完了
予定。

国道150号バイパス
※情報BOXとは
・「情報BOX」とは、光ファイバーケーブルを収める為
のさや管を、複数（通常は6管）内部に収めた管路
で、主に、国が管理する国道の地下に設置してい
ます。
・「情報BOX」には、安全で快適に道路を利用出来
るように道路を監視したり、道路利用者へ情報を提
供する等の為の光ファイバーが敷設されています。
・また、当面空いているさや管は、IT社会の実現に向
け、全国的な光ファイバーネットワーク構築を支援
する為に、通信関連会社等の民間業者に開放し
ています。

《インターロッキングブロック舗装とは》
・インターロッキングブロック舗装とは、通常のアスファ
ルト舗装（見た目が黒い舗装）と異なり、インターロッ
キングブロックで表層を構築する舗装のことです。
 （街中の歩道等によく使われています。）
・インターロッキングブロックとは、ブロック同士のかみ
合わせによって交通荷重を分散させる方式の高強
度ブロックのことです。
 （多種多様な形状・寸法・色調のものがあり、組み合
わせで多くのパターンを作ることが出来ます。）
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R7インターロッキングブロック舗装工
A=400m2

工事概要

河川海岸環境整備事業 施工箇所（右岸上流から）

R7インターロッキングブロック舗装工
A=400m2

工事概要

河川海岸環境整備事業 施工箇所（右岸下流から）

大
井
川

第40号2 第40号3


